
 

 

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業概要 

 

新型コロナウイルスワクチン接種対策室 

【Ｒ3.1.25 現在】 

 

１ 実施主体 

  国の指示のもと、都道府県の協力により、市町村において予防接種を実施する。 

 ※予防接種法の臨時接種に関する特例での接種（予防接種法改正 Ｒ2.12.9 公布・施行） 

 

２ 接種対象者及び接種方法 

  接種対象者：接種日に、住民基本台帳に記録されている者 

  接種方法：市が接種券を発行し対象者へ送付。対象者は接種券を医療機関等に持参し、接種を受

ける。 

 

３ 接種順位 

①医療従事者等（都道府県が体制構築） 

②高齢者 ③基礎疾患を有する者等 ④その他の者 

※②～④については市町村で体制構築 

 

４ 接種会場 

  医療機関や市町村設置会場（原則、住民票所在地で接種する） 

 

５ 事業費 

  新型コロナワクチン接種体制確保事業（市町村実施）…補助率１０／１０ 

  新型コロナワクチン…国が確保し無償で提供 

  接種費用（手技料）…2,070 円/1 回（全国統一単価） 

 

６ スケジュール 

  市町村が第一に行う高齢者向け優先接種は３月を目途に体制確保が必要。（別紙参照） 

 

７ 市町村の事務 

(1) 想定される事務内容 

① 各種契約事務（システム改修、印刷業務等） 

② 接種実施体制の検討・調整 

③ 予算準備 

④ 補助金申請 

⑤ 広報、問合せ対応 

⑥ 予防接種健康被害調査委員会の設置準備 

（健康被害救済の申請受付等も含む。） 



 

 

 

  （2）接種券（クーポン券）発行に向けた準備 

① システム改修 

          ・個別通知発送対象者抽出（１月下旬） 

          ・接種記録の管理等 

② 接種券（クーポン券）印刷……外部委託検討 

          ・契約事務（１月中旬まで） 

          ・印刷、封入封緘、抜取り（２月中） 

          ・高齢者分発送（３月）      

③ 相談体制の整備……外部委託検討 

          ・コールセンターの設置（３月中） 

   

 

 （3）接種場所の選定 

    ・医療機関での個別接種又は、市町村設置会場での集団接種 

    ・ワクチン特性を考慮した実施場所の選定 

① 保管温度の制限（ディープフリーザーが必要、台数に制限あり） 

② １度に配送される最小数量が、100～1000 回分程度になる。 

 

（4）冷凍庫（ディープフリーザー）の割当 

      新型コロナワクチンの保管には、ワクチンの種類によって、－７５℃又は 

－２０℃のディープフリーザーが必要になる（国が確保し、市町村に無償譲与）。 

① 市町村割当通知（１２月２８日） 

・現時点での割当数 －７５℃…９台（Ｒ２ ２台・Ｒ３ ７台） 

－２０℃…台数未定（追って通知） 

②   配置先を国へ報告（１月２８日締切） 

 

（5）集合契約への参加 

  市町村と実施機関の間で締結される委託契約について、個々に契約を結ぶのではな 

く包括的な集合契約を実施。 

①  委任状提出 市町村  （１月中旬～２月１０日） 

      医療機関（１月中旬～３月上旬） 

 

 （6）補助金申請 

① 交付申請準備（１月～２月上旬） 

② 交付申請（２月中旬） 

③ 交付決定（３月） 

 

 

 



 

 

８ Ｖ－ＳＹＳについて（ワクチン接種円滑化システム） 

  ワクチン流通を管理するシステム。 

（クラウド上に国が設置。インターネット環境で使用） 

  国や自治体がこのシステムを使用し、ワクチンの分配量を決定する。 

  複数のワクチンが並行して供給される場合、地域毎に公平・均等に供給される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


